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用 語 集 ５０音順

用 語 解 説

安定ヨウ素剤 原子力施設等の事故に備えて、服用するために調合した放射能をも

たないヨウ素をいう。被ばく前に安定ヨウ素剤を服用することによ

り、甲状腺（ヨウ素が濃集しやすい。）をヨウ素で飽和しておくと、

被ばくしても放射性ヨウ素が甲状腺に取り込まれず、放射能による

甲状腺障害の予防的効果が期待できる。（P．26）

e-ラーニング パソコンとインターネットを中心とするＩＴ技術を活用した教育シ

ステム。インターネットで講義内容や教材を配信したり、講師との

質疑応答をするなど、教室に集合する必要がなく、ネットワークに

接続したパソコンがあれば、時間と場所の制約を受けずに学習が可

能。（P．21）

ＮＢＣ Nuclear（核）、Biological（生物）、Chemical（化学）の略称です。

ＮＢＣ災害とは、これらの物質を使用した災害の略称で市民の生命、

身体に対する影響が甚大であり、汚染原因の撤去、汚染の除去など

の対処が必要です。（P．15）

ＬＧＷＡＮ

（エルジーワ

ン）

総合行政ネットワーク（Local Government Wide Area Network）の

略称。地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続し、地方公

共団体間のコミュニケーションの円滑化、情報の共有による情報の

高度利用を図ることを目的とする、高度なセキュリティを維持した

行政専用のネットワーク。国の府省間ネットワークである霞が関 WAN 

と相互接続しており、国の機関との情報交換にも利用されている。

（P．40）

救命救急センタ

ー

救急医療の中核として、生命の危機にある重症患者の治療を行う病

院。（P．15）

緊急消防援助隊 大規模災害発生時における人命救助活動等をより効果的かつ迅速に

実施する体制を国として確保するために、平成７年に創設された消

防の広域援助体制。（P．63）

緊急対処事態 武力攻撃の手段に準じる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発

生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認

められるに至った事態で、国家として緊急に対処することが必要な

ものをいう。（P．8） 

サーベランス 疾病を予防し有効な対策を確立する目的で、疾病の発生状況などを

継続的に監視することをいい、具体的には、患者の発生状況、病原

体の分離状況、免疫の保有状況などの情報収集、解析を継続的に行

うこと。（P．67） 

災害拠点病院 通常の医療供給体制では医療の確保が困難となった場合に、傷病者

を受け入れるとともに、知事の要請に基づいて、医療救護班を編成

し、応急的な医療を実施する医療救護所との連携をもとに重傷者の

医療を行う病院。（P．15） 



 78 

指定行政機関 

 

政令で定める次の機関。 

内閣府、国家公安委員会、警察庁、防衛省、防衛施設庁、金融庁、

総務省、消防庁、法務省、公安調査庁、外務省、財務省、国税庁、

文部科学省、文化庁、厚生労働省、農林水産省、林野庁、水産庁、

経済産業省、資源エネルギー庁、中小企業庁、原子力安全・保安院、

国土交通省、国土地理院、気象庁、海上保安庁及び環境省 （国民保

護法第２条第１項、事態対処法第２条第４号）（P．41） 

指定公共機関 独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会、その他の

公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む

法人で、政令で定められている。（国民保護法第２条第１項、事態

対処法第２条第６号）（P．3） 

指定地方行政機

関 

指定行政機関の地方支部局その他の国の地方行政機関で、政令で定

められている。（国民保護法第２条第１項、事態対処法第２条第５

号）（P．41） 

指定地方公共機

関 

都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公

益的事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理する

法人及び地方独立行政法人で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて

当該都道府県の知事が指定するものをいう。（国民保護法第２条第

２項）（P．3） 

自主防災組織 大規模災害等の発生による被害を防止し、軽減するために地域住民

が連帯し、協力し合って「自らのまちは自ら守る」という精神によ

り、効果的な防災活動を実施することを目的に結成された組織をい

う。（P．15） 

事態認定 政府が定める対処基本方針又は緊急対処事態対処方針の中で、武力

攻撃やテロなどの事案を、武力攻撃事態、武力攻撃予測事態又は緊

急対処事態として認定すること。（P．11） 

ジュネーヴ諸条

約 

１９４９年のジュネーヴ諸条約 （ジュネーヴ 4 条約） のこと。武

力紛争が生じた場合に、傷者、病者、難船者及び捕虜、これらの者

の救済にあたる衛生要員及び宗教要員並びに文民を保護することに

よって、武力紛争による被害をできる限り軽減することを目的とし

た以下の 4条約の総称。日本は、１９５３年４月２１日に加入した。 

・陸上の傷病兵の保護に関する第１条約 

・海上の傷病兵・難船者の保護に関する第２条約 

捕虜の待遇に関する第３条約 

文民の保護に関する第４条約 

（P．72） 

生活関連等施設 発電所、浄水施設、危険物の貯蔵施設など国民生活に関連のある施

設で、その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすお

それがあると認められる施設又はその安全を確保しなければ周辺地

域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められる施設。 

（P．25） 



 79 

ダーティボム 放射性物質を散布することにより、放射能汚染を引き起こすことを

意図した爆弾。核兵器に比べて小規模ではあるが、爆薬による爆発

の被害と放射能による被害をもたらす。（P．8） 

 

第一追加議定書 第２次世界大戦後の植民地独立の動き、軍事技術の発展などにより、

武力紛争の形態が多様化したことに対応するため、ジュネーヴ条約

を補完・拡充するジュネーヴ条約追加議定書の一つで、締約国間に

生じる国際的な武力紛争や占領の事態に適用される。 

追加議定書には、このほかに締約国の軍隊と反乱軍との間に生じる

非国際的な武力紛争に適用される「第二追加議定書」がある。これ

らは、１９７７年に作成されており、日本の加入は２００４年８月

３１日（２００５年２月２８日発効）。（P．72） 

トリアージ 発生時に多数の傷病者が同時に発生した場合に、傷病者の緊急度や

重傷度に応じて適切な処置や搬送を行うための治療優先順位を決定

すること。（P．64） 

非常通信協議会 電波法に基づき、地震や台風等又はその他の非常事態が発生した場

合に、人命救助等のために必要な非常通信の円滑な運用を図ること

を目的に総務省が中心となり国、地方公共団体、電気通信事業者等

の防災関係機関で構成する連絡会として位置付けられた組織です。 

（P．16） 

武力攻撃災害 武力攻撃により直接又は間接に生じる人の死亡又は負傷、火事、爆

発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害をいいます。（P．

4） 

武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫

していると認められるに至った事態をいいます。（P．8） 

なお、武力攻撃とは、我が国に対する外部からの武力攻撃をいいます。 

武力攻撃事態等 武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいいます。（P．1） 

なお、武力攻撃予測事態とは、武力攻撃事態には至っていないが、事態が

緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいいます。 

 

 


